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定期監査（学校監査）の結果について（報告） 

 

 地方自治法第１９９条第４項の規定により定期監査（学校監査）を実施したので、同

条第９項の規定により別紙のとおり監査の結果に関する報告書を提出します。 
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定期監査（学校監査）の結果について（報告） 

 

 地方自治法第１９９条第４項の規定により定期監査（学校監査）を実施したので、同

条第９項の規定により別紙のとおり監査の結果に関する報告書を提出します。 
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 地方自治法第１９９条第４項の規定により定期監査（学校監査）を実施したので、同
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学 校 監 査 報 告 書 

 

第１ 監査の概要 

１ 監査の期日 

令和３年１０月５日(火）、８日(金）、１２日(火)、２７日(水) 

 

２ 監査の対象 

   成田小学校、八生小学校、吾妻小学校、玉造小学校、神宮寺小学校、美郷台小

学校、成田中学校、玉造中学校 

 

３ 監査の方法 

市立小中学校２７校及び義務教育学校２校の中から上記８校を選定し、令和３

年度（８月末現在）における各学校の財務に関する事務事業の執行及び施設の管

理状況等について適正かつ効率的に行われているかを主眼として、監査資料等に

よる説明聴取及び関係帳簿類の照合により調査するとともに、施設等の実地調査

を行った。 

 

第２ 監査の結果 

１ 予算の執行について 

   所管する事務事業はその目的に沿って執行されており適正なものと認められた。 

なお、予算執行に当たっては、教育効果や年間行事等の状況を的確に判断し、

時機を失することなく、目的に沿って執行されるよう引き続き留意されたい。 

 

２ 施設等の管理について 

校長室、職員室における現金や機密性の高い個人情報等の管理については、各

学校で適格な職責の職員が鍵を管理し、施錠も適切に行われていた。 

理科準備室の薬品等保管状況は、一部でカセットガス等燃料の保管場所が未施

錠であるなどの事例が見受けられたので、より慎重な管理に努められたい。 

図書室の管理運営は、新型コロナウイルス感染症対策により学級ごとに利用時

間を分散するなど様々な制約が生じている状況下でも、学校図書館司書が中心と

なり、児童生徒の読書習慣を維持し意欲を高める取り組みがなされていることが

確認できた。 

また、施設管理全般については、定期的な安全点検を通じた修繕箇所の把握と

速やかな対応はもとより、各学校とも感染症の感染拡大防止対策に注力するなど、

おおむね適切に管理されていると認められた。 


